
暦年贈与	



贈与を継続する効果	

•  贈与をすると贈与税がかかるが、贈与税の基礎控除額までは課税され
ません。	

•  そのため、基礎控除額110万円までに贈与を抑える傾向があります。	

•  仮に２年以上に渡り贈与が可能だったとしたら	
–  数年に渡り贈与を繰り返すことにより相続財産を減少させる効果を持ちます。	
–  贈与税を支払う負担増と相続税の負担減の兼合いで両税の最小負担額があると想定
されます。	

–  その金額は相続財産の規模によって決まってきそうです。	

注意：	
•  暦年贈与とは年間の贈与合計額に対して課税する制度で、暦が変わる
と贈与額がゼロにリセットされます。	

•  毎年リセットされることを利用し、元々1000万円を100万円ずつ渡すという
意図ならそこに脱税感が発生します。	

•  結果として連年の贈与が行われることが本来の姿です。	



暦年贈与の効果	
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